
                       動物用医薬品等製造販売指針（2011 年版） 

                                正誤表 

 

頁 箇   所 誤 正 

156 

   

 

 

190 

268 

275 

276 

289 

290 

545 

950 

 

(説明)のⅠの1行目 

 

(説明)のⅠの6行目 

(説明)のⅢの1行目 

(Form No.3)の本文5行目 

別表第二の7の上2行目 

（注意）1の1行目 

（注意）18 

上15行目 

下13行目 

左枠上5行目 

索引1行目 

 

法第19条及び規則第84条･･･ 

 

･･･規則第84条･･･ 

規則第84条･･･ 

･･･conforming plant to･･･ 

･･･１種の雄雌･･･ 

･･･医薬品等･･･ 

･･･,資格検査･･･ 

「局長通知」 

･･･通知第２の２･･･ 

･･･不活性化ワクチン 

分包品等を試験品とする場合

の留意事項【説明】･･･577 

法第19条並びに規則第79条、第

80条及び第149条･･･ 

･･･規則第79条、第80条･･･ 

規則第79条及び第80条･･･ 

･･･conforms to･･･ 

･･･１種の雌雄･･･ 

･･･医薬品･･･ 

･･･,規格検査･･･ 

「局長取扱い通知」 

･･･通知第３の２･･･ 

･･･不活化ワクチン 

削除 

 




